
日本慢性期医療協会 定例記者会見
日時：令和元年11月14日16:00～
場所：日本慢性期医療協会
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1. 日本介護医療院協会

2019年度アンケート調査結果について

2. ICUの高齢重症患者を考える
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I CU（特定集中治療管理室）でも

終末期の高齢者が多く入院している。
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一般病棟用の
重症度、医療・看護必要度 基準

①Ａ得点２点以上かつ
Ｂ得点３点以上

②「Ｂ14」又は「Ｂ15」に
該当する患者であって、
Ａ得点が１点以上かつ
Ｂ得点が３点以上

③Ａ得点３点以上
④Ｃ得点１点以上

特定集中治療室用 基準

･Ａ得点４点以上かつ
B得点３点以上
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一般病棟用の

重症度、医療・看護必要度

基準

①Ａ得点２点以上かつ
Ｂ得点３点以上

②「Ｂ14」又は「Ｂ15」
に該当する患者であって、
Ａ得点が１点以上かつ
Ｂ得点が３点以上

③Ａ得点３点以上
④Ｃ得点１点以上

特定集中治療室用 基準

･Ａ得点４点以上かつ
B得点３点以上
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・「 【A1・B3※】のみで急性期患者と評価することには違和感を覚える」
・「客観的に見ればA1・B3のみ患者は療養病棟に多いことは明らか。

急性期病棟の【A1・B3※】患者と療養病棟の【A1・B3※】患者とでは
状態像が異なるのであろうが、そこは評価指標に反映されていない」

・「厚労省データからは、療養病棟でも『急性期病棟で重症と判断される
患者』を相当程度受け入れていることが分かる。療養病棟でも

【A1・B3※】を何らかの形で評価指標に盛り込むことを検討すべき」

※【A1・B3】：「B14：診療・療養上の指示が通じる」「B15:危険行動」に該当する患者であって、
A得点が1点以上、B得点が3点以上

・【A1・B3※】のみに該当する患者について、A1点は「心電図モニター」への該当が多く、
B3点は「診療・療養上の指示が通じる＋危険行動」や「移乗＋衣服＋指示」への該当が多い

・ 【A1・B3※】のみに該当する患者の約半数（49.3％）は、「非該当」（看護必要度を満たさ
ない）から【A1・B3※】へ移行しており、その多くは入院から2日目に移行している

・ 【A1・B3※】のみに該当する患者は▼高齢である▼認知症・せん妄を有する割合が高い
▼要介護度が高い▼認知症高齢者の日常生活自立度が低い▼経口でのみ栄養摂取する割合が
低い（経管栄養等との併用や、経管栄養のみが多い）▼看護提供の 頻度が高い▼「医学的に
入院が望ましい」人の割合が小さい▼「入所先、転院先の確保」が課題である人が多い―など
の特徴がある

・B3点を満たす非該当患者が、心電図モニターなどを装着することで【A1・B3※】のみに該当
するケースが相当程度ある

メディウォッチ記事より 一部抜粋

入院医療分科会における基準② 【A1・B3※】について委員からの意見
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看護必要度の該当患者割合は何で稼いでいるのか

看護必要度の該当患者割合は一般的に高齢ほど高くなる。
ただし、該当条件別に細分化すると、A項目3点以上はほぼ年齢に関係なく、
C項目１点以上は高齢ほど該当患者割合が低くなっている。

A項目3点以上、C項目1点以上
は、16年改定で新設された
条件。診療密度の高い患者や、
侵襲度の高い手術、内科的
治療の患者を評価するもので
あり、急性期らしさを象徴
している条件だと言える。

ADLの状況を条件に含めている
A項目2点以上かつB項目3点以上
（認知症患者※の場合はA1点以
上）は、急性期以外にも
回復期・慢性期の病棟において
も条件を満たす患者が多い。
※「B14診療・療養上の指示が通じない」または
「B15危険行動がある」を満たす患者

２０１９年５月８日 Cbnews 株式会社メディチュア代表取締役 渡辺優 氏
「20年度改定を見据えた看護必要度のチェック事項（上）」 資料より 一部加筆
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(年齢と該当患者割合に関係性が見られるもの)

A項目 項目別 該当患者割合

(年齢と該当患者割合にあまり関係性が見られないもの)

項
目
別
該
当
患
者
割
合

項
目
別
該
当
患
者
割
合

A2呼吸ケア

A4心電図

A7専門的な
治療・処置

A1創傷処置

A3点滴

A5シリンジ
ポンプ

A6輸血
血液製剤

A項目の各項目について、年齢別の該当
患者割合を見ると、呼吸ケア、心電図は
高齢ほど高い割合である。専門的な治
療・処置は、高齢ほど低い割合である。

創傷処置や点滴、シリンジポンプなどは、
年齢に関係なくほぼ一定割合となってお
り、年齢に関係なく、急性期医療の特性
を反映した結果と言えるのではないか。

２０１９年５月８日 Cbnews 株式会社メディチュア代表取締役 渡辺優 氏
「20年度改定を見据えた看護必要度のチェック事項（上）」 資料より 一部加筆
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日慢協の調査によると、慢性期病棟

での重症度、医療・看護必要度は

50％以上の病棟が出てきている。

急性期病棟は重症で、慢性期病棟は

軽症という概念は大きく崩れている。



重症度、医療・看護必要度の判定に基づく該当患者割合別の病棟分布
（※7対1一般病床は、医療機関の分布）

9
2018年11月実施 日本慢性期医療協会 療養病棟入院料１（２０：１）入院患者調査結果より

2018年6月21日 平成29年度第3回入院医療等の調査・評価分科会 資料より
（平成28年度入院医療等の調査結果より7対１一般病棟の重症度、医療・看護必要度該当患者割合別の医療機関の分布）

【参考】急性期一般入院料 重症度、医療・看護必要度 該当患者割合

入院料1 入院料２ 入院料３ 入院料４ 入院料５ 入院料６ 入院料７

30％以上
-

[27％以上]
-

[26％以上]
27％以上 21％以上 15％以上

測定して
いること

［ ］内は
200床未満の
経過措置

29％

28.5％
42.5％

20対１療養病床

７対１一般病床
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「重症度、医療・看護必要度」の項目に該当する患者数
A項目 モニタリング及び処置等

比率（％）

10
2018年11月実施 日本慢性期医療協会 療養病棟入院料１（２０：１）入院患者調査結果より

7．専門的な治療処置

2018年6月21日 平成29年度第3回入院医療等の調査・評価分科会 資料より
（平成28年度入院医療等の調査結果より7対１一般病棟の重症度、医療・看護必要度該当患者割合別の医療機関の分布）

20対１療養病床

７対１一般病床



「重症度、医療・看護必要度」の項目に該当する患者数
B項目 患者の状態等

11
2018年11月実施 日本慢性期医療協会 療養病棟入院料１（２０：１）入院患者調査結果より

2018年6月21日 平成29年度第3回入院医療等の調査・評価分科会 資料より
（平成28年度入院医療等の調査結果より7対１一般病棟の重症度、医療・看護必要度該当患者割合別の医療機関の分布）

比率（％）

20対１療養病床

７対１一般病床
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救命救急入院料等と療養病棟の主な施設基準の比較
点数 主な施設基準 看護配置 必要度 その他

救命救急入院料

入院料1

～3日 10,223点
・専任の医師が常時勤務
・手術に必要な麻酔科医等との連絡体制

4対1
ICU用

測定評価

救命救急
センターを
有している

こと

～7日 9,250点

～14日 7,897点

入院料2

～3日 11,802点
・救命救急入院料1の基準を満たす
・特定集中治療室管理料1又は3の基準を満たす

2対1
ICU用
8割

～7日 10,686点

～14日 9,371点

入院料3

～3日 10,223点
・救命救急入院料1の基準を満たす
・広範囲熱傷治療を行うにふさわしい設備・医師

4対1
ICU用

測定評価
～7日 9,250点

～14日 8,318点

入院料4

～3日 11,802点
・救命救急入院料2の基準を満たす
・広範囲熱傷治療を行うにふさわしい設備・医師

2対1
ICU用
8割

～7日 10,686点

～14日 9,371点

特定集中治療室管理料

管理料1
～7日 14,211点 ・専任の医師が常時勤務(うち2人がICU経験5年以上)

・専任の臨床工学技士が常時院内に勤務
・クリーンバイオルームであること

2対1

ICU用
8割

～14日 12,633点

管理料2
～7日 14,211点 ・特定集中治療室管理料1の基準を満たす

・広範囲熱傷治療を行うにふさわしい設備・医師～14日 12,633点

管理料3
～7日 9,697点 ・専任の医師が常時勤務

・クリーンバイオルームであること
ICU用
7割

～14日 8,118点

管理料4
～7日 9,697点 ・特定集中治療室管理料1の基準を満たす

・広範囲熱傷治療を行うにふさわしい設備・医師～14日 8,118点

ハイケアユニット
入院医療管理料

管理料1 6,855点

・専任の医師が常時勤務
4対1

HCU用
8割

管理料2 4,224点 5対1
HCU用
6割

脳卒中ケアユニット入院医療管理料 6,013点
・神経内科・脳外科5年以上の専任の医師が常時勤務
・常勤の理学療法士又は作業療法士が配置

3対1 ー
脳梗塞、脳出血、
くも膜下出血が
8割以上

療養病棟入院料

A 1,813点
・医療区分2・3の割合 8割以上
・看護補助者の配置 20対1

20対1 ーB 1,758点

Ｃ 1,471点
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終末期の治療は I CUでも療養病床でも

ほ と ん ど 変 わ り ま せ ん 。

しかし、入院費用は1日 5～ 1 0倍もの

差 が あ り ま す 。
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特定集中治療室
管理料1･(2)

特定集中治療室
管理料3･(4)

療養病棟入院料

医師
•ICUの経験5年以上の
医師2名以上を含む専任
の医師が常時勤務

•専任医師が常時勤務
特に無し

（専任医師）

看護職員

•ICUの経験5年以上か
つ集中治療看護の研修
を修了した専任・常勤
看護師を週20時間以上
配置
•看護配置：2対1

•看護配置：2対1
•看護配置 ：20対1
•看護補助配置：20対1

その他

•専任の臨床工学技士が
常時院内に勤務
•1床当たり 20㎡以上
•特定集中治療室用の
看護必要度 80%以上

など

•1床当たり 15㎡以上
•特定集中治療室用の
看護必要度 70%以上

など

•医療区分の割合
80%以上

など

ＩＣＵと療養病棟の主な人員配置の比較



15

療養病棟入院料１では、
看護職員20対1以上、
介護職員20対1以上
配置しなければならない。
すなわち、看護介護職員
合わせて10対1以上の
配置をしなければならな
い。

さらに療養病棟入院料1で
は、医療区分2･3該当患者
すなわち、重症患者を
８割以上入院させておく
必要があり、看護介護職員
は非常に多忙である。

そこで、病院によっては
職員を加配するなどして
対応している。
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2016年6月 日本慢性期医療協会 入院患者とターミナルの医療提供状況に関する調査結果より

入院患者とターミナルの医療提供状況の比較
日本慢性期医療協会 入院患者とターミナルの医療提供状況に関する調査
調査時期：平成２８年６月
調査対象：日本慢性期医療協会病院会員 1,036病院
調査対象病床：医療療養病床、介護療養病床 入院中 死亡前7日間
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ターミナル患者を受け持つ医師や看護師は、
つきっきりの対応が必要である 。

• モ ニ タ ー 管 理
（バイタルチェック）

• 頻 回 の 回 診 ・ 巡 視

• 頻 回 の 体 位 交 換

• 頻 回 の 喀 痰 吸 引

• 家 族 へ の 状 況 説 明

• 急 変 時 対 応
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次に掲げる状態にあって、医師が特定集中治療室管理
が必要であると認めた者であること。

ア 意識障害又は昏睡
イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ 急性心不全（心筋梗塞を含む。）
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病等）
キ 広範囲熱傷
ク 大手術後
ケ 救急蘇生後
コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態

特定集中治療室管理料の算定対象となる患者
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特定機能病院やDPC対象病院で診ているような

重症患者を、療養病床では看護配置20対1で

対応させていることに違和感を感じないのか。

ICUと療養1の重症患者は、病状も治療内容も

ほとんど変わらなくても、医療費は5倍も違う

という、この矛盾。
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命は平等である。高齢だから治療しない、

となれば、全国の病院の多くは必要なくなる 。

日 本 で は 高 齢 に な っ て 、 重 症 に な っ て も

病院できちんと治療してくれないことになるのか。
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来年の診療報酬改定で、もしも急性期病院に

おける一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の

基準2（A1点/B3点以上）を変更したり、除外する

なら、高度な医療処置が必要な高齢者は、高度急

性期病院から忌避されて断られるということが

発生しても、高齢者はそれでよいということか。

高 齢 者 の 病 気 は 高 度 急 性 期 で な く 、

地 域 包 括 ケ ア 病 棟 で 治 せ と い う こ と か 。
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医師や看護師が多くいれば、

そこは急性期病院ということ。

高齢患者が少なく、若い患者が多ければ、

そこは急性期なのか。命を救うのに

高齢者だから治療せず、若ければ治療するのか。

救命できそうな患者は救命するのではないのか。
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高度急性期病院は人を揃え、最新医療機器を

揃え、治療している。

しかし超高齢者の終末期に近い患者も多い。

超高齢者の治療をしないと、若年者の重症者は

少なく、平均入院率は低下してゆく。



24令和元年11月1日開催 財務省 財政制度分科会 資料より
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２００７年９月 武久 洋三 作成

良質な慢性期医療がなければ

日本の医療は成り立たない


